
（第17682号）東 京 都 公 報令和4年10月19日（水曜日）

�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

規

則

○
東
京
都
行
旅
病
人
、
行
旅
死
亡
人
等
の
救
護
ま
た
は
取
扱

費
用
の
弁
償
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

…
…
…
…
…
…
…
…
…（
福
祉
保
健
局
生
活
福
祉
部
保
護
課
）…
�

告

示

○
電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
よ
る
道

路
の
指
定
（
二
件
）
…（
建
設
局
道
路
管
理
部
監
察
指
導
課
）…
�

告

示
（
公
）

○
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法

律
に
よ
る
営
業
許
可
の
取
消
し
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

公

告

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
二
課
）…
�

規

則

東
京
都
行
旅
病
人
、
行
旅
死
亡
人
等
の
救
護
ま
た
は
取
扱
費
用
の

弁
償
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
月
十
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
百
九
号

東
京
都
行
旅
病
人
、
行
旅
死
亡
人
等
の
救
護
ま
た
は

取
扱
費
用
の
弁
償
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

東
京
都
行
旅
病
人
、
行
旅
死
亡
人
等
の
救
護
ま
た
は
取
扱
費
用
の

弁
償
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
東
京
都
規
則
第
八
十
九
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
表
中
「
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
九
十
二
号
」
を
「
昭

和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
」
に
、
「
官
報
、
法
令
全
書
、
職

員
録
等
の
発
行
に
関
す
る
命
令
（
昭
和
二
十
四
年
総
理
府
令
・
大
蔵

省
令
第
一
号
）
第
八
条
に
定
め
る
料
額
」
を
「
実
費
」
に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都

行
旅
病
人
、
行
旅
死
亡
人
等
の
救
護
ま
た
は
取
扱
費
用
の
弁
償
に

関
す
る
規
則
別
記
第
一
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る

も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
三
百
七
十
六
号

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律

第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
電
線
共
同
溝
を
整

備
す
べ
き
道
路
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

令
和
四
年
十
月
十
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

都
道
千
代
田
練
馬
田
無
線

二

指
定
す
る
区
間

練
馬
区
貫
井
五
丁
目
千
二
百
八
十
番
四
地
先

か
ら
同
所
三
千
四
百
二
十
八
番
二
地
先
ま
で

三

指
定
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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◉
東
京
都
告
示
第
千
三
百
七
十
七
号

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律

第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
電
線
共
同
溝
を
整

備
す
べ
き
道
路
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

令
和
四
年
十
月
十
九
日東京

都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

都
道
八
王
子
町
田
線

二

指
定
す
る
区
間

町
田
市
旭
町
二
丁
目
千
六
百
四
十
八
番
十
地

先
か
ら
同
市
旭
町
一
丁
目
四
百
九
十
一
番
一

地
先
ま
で

三

指
定
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り



（第17682号）東 京 都 公 報令和4年10月19日（水曜日）５

告

示
（
公
）

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
３１２号

次
の
者
は
、
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
２３年

法
律
第
１２２号

）
第
８
条
第
３
号
の
規
定
に
該

当
す
る
に
至
っ
た
の
で
、
令
和
４
年
９
月
２
日
風
俗
営
業
の
許
可
を

取
り
消
し
た
。

お
っ
て
、
被
処
分
者
の
所
在
が
不
明
の
た
め
通
達
で
き
な
い
の
で
、

こ
の
告
示
を
も
っ
て
通
達
に
代
え
る
。

令
和
４
年
１０月

１９日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

山
口

徹

記

１
被
処
分
者
の
営
業
所
の
所
在
地
及
び
名
称
並
び
に
氏
名

品
川
区
二
葉
四
丁
目
１８番

１２号

「
麻
雀
ク
ラ
ブ

チ
ョ
ン
ボ
」

川
島

稔

２
処
分
事
由

正
当
な
事
由
が
な
く
６
月
以
上
休
業

３
そ
の
他

⑴
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ

と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
月
以
内
に
、
東
京
都

公
安
委
員
会
（
警
視
庁
生
活
安
全
部
保
安
課
経
由
）
に
対
し
て

審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
な
お
、
こ
の
処
分
が
あ

っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
月
以
内
で
あ

っ
て
も
、
こ
の
処
分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過

す
る
と
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
）
。

⑵
こ
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ

た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に
、
東
京
都
を
被
告
と

し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
東
京
都
を
代
表
す
る
者
は
東
京
都
公
安

委
員
会
と
な
り
ま
す
。
）
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
な
お
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知

っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
で
あ
っ
て
も
、
こ
の

処
分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
処
分
の

取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
）
。

た
だ
し
、
上
記
⑴
の
審
査
請
求
を
し
た
場
合
に
は
、
当
該
審
査

請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
６
月
以
内
に
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
（
な
お
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
当
該
審

査
請
求
に
対
す
る
裁
決
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経

過
す
る
と
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
り
ま
す
。
）
。

公

告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
四
年
十
月
十
九
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

名

取

伸

明

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

西
東
京
市
ひ
ば
り
が
丘
一
丁
目
千

五
百
五
十
八
番
十
一
及
び
同
番
三

十
四
の
各
一
部

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
中
央
区
新

中
里
一
丁
目
一
番
十
号
岡
田
ビ

ル
二
階

株
式
会
社
ア
キ
ュ
ラ
ホ
ー
ム

代
表
取
締
役

宮
沢

俊
哉

東
村
山
市
本
町
三
丁
目
十
六
番
七

及
び
同
番
二
十
六

東
村
山
市
久
米
川
町
三
丁
目
二

番
地
五

野

正
夫

三
鷹
市
新
川
二
丁
目
千
五
十
番
一

三
鷹
市
牟
礼
七
丁
目
五
番
十
二

号

髙
麗

和
子

府
中
市
南
町
一
丁
目
十
三
番
二
及

び
同
番
八
の
一
部

西
東
京
市
北
原
町
三
丁
目
二
番

二
十
二
号

株
式
会
社
ア
ー
ネ
ス
ト
ワ
ン

代
表
取
締
役

松
林

重
行
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発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
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新
宿
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丁
目
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番
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号

電
話

〇
三（
五
三
二
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代
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郵便番号
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本
号
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円
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箇
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六
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円
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郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝
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式

会

社
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丁
目
十
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号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
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